








(※27) ・入所者の退所時に、 医師が、 診療に基づき，指定訪問看護、 指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護又は、 指定看護小規模多槻能型居宅介護の利用が必要であると窮め、 当該入所者の選定す

る指定訪問看護ステ ー ション、 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定看護小規

模多機能型居宅介護に対して、 当該入所者の同意を得て、 訪問看護指示書を交付した場合。

(※28) • (I)については、 現に経口により食事 を摂取する者であって、 摂食機能障害を有し、 誤喋が

認められる入所者に対して、 医師、 歯科医師、 管理栄養士、 看護師、 介護支援専門員その他の職

種の者が共同して、 入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、 入所者ごと

に、 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成し、 管理栄養士又は栄養

士が、 栄養管理を行った場合。

(II) (I)を算定している場合であって、 食事の観察及び会議等に、 医師（介護老人保健施

設の人員、 施設及び設備並びに運営に関する基準第2条第1項第1号に規定する医師を除く）、

歯科医師、 歯科衛生士又は言語聴党士が加わった場合。

(※29) • (I)口腔衛生管理体制加算が算定され、 歯科衛生士が、 入所者に対し、 口腔ケアを月2回以

上行い入所者に係る口腔ケアについて、 介護職員に対し具体的な技術的助言を及び指導を行い、

入所者に係る口腔に関し、 介護職員からの相談等に必要に応じ対応した場合。

(||)加算（l）の要件に加え、 口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提

出し、 口腔衛生等の管理の実施に当たって、 当該清報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効

な実施のために必要な情報を活用している場合。

(※30) ・医師、 歯科医師、 管理栄養士、 看護師、 介護支援専門員その他の職種の老が共同して現に経管

により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作

成し、 管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた

場合。

(※31) ・医師が、 認知症の行動・心理症状が紹められるため、 在宅での生活が困難であり、 緊急に入所

することが適当であると判断した者に対し、 介護保健施設サービスを行った場合。

(※32) ・入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての

投薬、 検査、 注射、 処置等を行った場合。

(※33) ・ （ I) 所定の疾患（肺炎、 尿路感染症、 帯状疱疹、 蜂窟織炎、 慢性心不全の増悪）に対して診

断、 診断を行った日、 実施した投薬、 検査、 注射、 処置の内容等を診療録に記載している場合

（肺炎の者又は尿路感染症の者については検査を実施した場合に限る。） 1月に1回、 連続する

7日を限度。

5支払い方法

・毎月1 0日までに、 前月分の請求書を発行しますので、 その月の末日までにお支払いくだ

さい。 お支払いいただきますと領収書を発行いたします。

•お支払い方法は、 現金、 振込（銀行・郵便局）、 郵便局口座自動引き落としの3方法があ

ります。 入所契約時にお選びください。




